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秋
は
行
楽
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
で
外
出
す

る
機
会
が
増
え
、
人
や
車
の
動
き
が
活
発

に
な
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
秋
の
日
は
つ
る
べ
落
と
し
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
、
日
没
時
刻
が
日
増
し
に

早
く
な
る
こ
と
か
ら
、
運
転
者
に
と
っ
て

は
歩
行
者
・
自
転
車
が
見
え
に
く
く
な
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
夕
暮
れ
時
は
交
通
量
が

増
え
る
こ
と
も
あ
り
、
高
齢
者
を
始
め
と

し
た
交
通
弱
者
が
交
通
事
故
に
あ
う
危
険

性
が
高
ま
り
ま
す
。 

　
そ
こ
で
、
次
の
重
点
項
目
を
か
か
げ
、

秋
の
交
通
安
全
運
動
を
展
開
し
、
交
通
事

故
の
防
止
を
図
り
ま
す
。 

○
子
ど
も
と
高
齢
者
を
交
通
事
故
か
ら
守

ろ
う
。 

○
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・
自
転
車

乗
車
中
の
交
通
事
故
を
な
く
そ
う
。 

○
す
べ
て
の
座
席
で
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ

イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
正
し
く
着
用
し
よ
う
。 

○
飲
酒
運
転
を
根
絶
し
よ
う
。 

      

―
全
国
一
斉
司
法
書
士
会 

無
料
法
律
相
談
会
― 

　
10
月
１
日
（
法
の
日
）
〜
31
日
ま
で
の

１
か
月
間
を
推
進
期
間
と
し
て
、
全
国
一

斉
に
司
法
書
士
会
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

会
を
行
い
、
市
で
も
次
の
と
お
り
開
催
し

ま
す
。（
予
約
不
要
） 

▼
と
き
　
10
月
６
日
e
　
午
前
10
時
〜
正

午
、
午
後
１
時
〜
４
時 

▼
と
こ
ろ
　
市
役
所
別
棟
　
第
10
会
議
室 

▼
相
談
内
容
　
相
続
・
登
記
・
借
金
の
整

理
な
ど
法
律
に
関
す
る
事
項 
     

　
総
務
省
で
は
、
国
や
特
殊
法
人
な
ど
の

行
っ
て
い
る
仕
事
に
つ
い
て
、
国
民
の
皆

さ
ん
か
ら
苦
情
や
意
見
・
要
望
を
お
受
け

す
る
「
行
政
相
談
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
行
政
相
談
制
度
を
、
皆
さ
ん
に
知
っ

て
い
た
だ
き
、
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め

10
月
17
日
b
〜
23
日
a
ま
で
行
政
相
談
週

間
と
し
、
市
で
は
次
の
と
お
り
「
行
政
相

談
所
」
が
開
設
さ
れ
ま
す
。 

※
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
を
守
り
ま
す
。 

■
無
料
行
政
相
談
所 

▼
と
き
　
10
月
19
日
d
　
午
後
１
時
〜
４

時 ▼
と
こ
ろ
　
市
役
所
２
階
　
第
１
相
談
室 

▼
相
談
内
容
　
年
金
、
医
療
保
険
、
税
金
、

登
記
、
環
境
衛
生
、
消
費
者
保
護
、
交
通

安
全
、
道
路
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
つ

い
て
の
苦
情
や
意
見
・
要
望 

▼
行
政
相
談
員
　
野
村
義
弘
氏
、
鈴
木
徳

二
氏 

○
行
政
相
談
員
は
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ

れ
て
い
る
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、
皆
さ

ん
の
身
近
な
相
談
相
手
で
す
。 

※
当
日
ご
都
合
の
悪
い
人
は
、
左
記
の
と

お
り
定
例
の
相
談
日
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

■
定
例
相
談
日 

▼
と
き
　
毎
月
第
２
・
第
４
金
曜
日
　
午

後
１
時
〜
４
時 

▼
と
こ
ろ
　
福
祉
の
里
八
ツ
田 

※
９
月
23
日
-
は
、
都
合
に
よ
り
お
休
み

で
す
。 

      

　
国
民
健
康
保
険
で
は
、
災
害
や
失
業
な

ど
の
特
別
な
理
由
に
よ
り
、
著
し
く
生
活

が
困
難
と
な
り
、
収
入
が
一
定
の
基
準
額

以
下
の
世
帯
に
対
し
、
医
療
機
関
の
窓
口

負
担
額
（
一
部
負
担
金
）
の
支
払
い
を
、

申
請
に
よ
り
一
定
期
間
減
免
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。 

▼
対
象 

・
世
帯
主
が
震
災
、
火
災
等
に
よ
り
、
死

亡
ま
た
は
障
が
い
を
負
っ
た
り
、
資
産

に
重
大
な
損
害
を
受
け
た
と
き 

・
事
業
ま
た
は
業
務
の
休
廃
止
、
失
業
な

ど
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
と

き 

・
前
記
に
類
す
る
事
由
が
あ
っ
た
と
き 

※
減
免
に
つ
い
て
は
、
世
帯
全
員
の
収
入

や
資
産
状
況
な
ど
を
書
類
で
申
告
い
た

だ
き
、
調
査
の
う
え
決
定
し
ま
す
。
詳

し
く
は
、
国
保
医
療
課
ま
で
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。 

    
　
平
成
22
年
６
月
に
「
知
立
市
平
和
都
市

宣
言
」
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
宣

言
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
と

平
和
を
祈
念
す
る
た
め
に
「
平
和
祈
念
式
」

を
開
催
し
ま
す
。
ど
な
た
で
も
参
加
で
き

ま
す
。 

▼
と
き
　
10
月
19
日
d
　
午
前
10
時
か
ら 

▼
と
こ
ろ
　
中
央
公
民
館
　
講
堂 

▼
内
容
　
市
長
に
よ
る
平
和
都
市
宣
言
、

戦
没
者
へ
の
黙
と
う
・
献
花
、
原
爆
パ
ネ

ル
展
示 

   

【
知
立
市
平
和
都
市
宣
言
】 

　
歴
史
と
伝
統
に
育
ま
れ
た
知
立
市
。 

　
私
た
ち
は
こ
の
ま
ち
で
、
平
和
で
安

心
し
て
暮
ら
す
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て

い
ま
す
。 

　
私
た
ち
が
願
う
明
る
く
住
み
よ
い
ま

ち
は
、
平
和
な
く
し
て
は
か
な
い
ま
せ

ん
。
そ
し
て
世
界
の
恒
久
平
和
は
、
人

類
共
通
の
願
い
で
す
。 

　
私
た
ち
は
世
界
で
唯
一
の
核
被
爆
国

の
一
員
と
し
て
、
二
度
と
惨
禍
を
繰
り

返
さ
な
い
よ
う
、
国
際
社
会
を
導
く
役

割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

　
こ
こ
に
知
立
市
は
、
核
兵
器
の
廃
絶

と
戦
争
の
な
い
平
和
な
世
界
の
実
現
に

貢
献
す
る
こ
と
を
誓
い
、「
平
和
都
市
」

を
宣
言
し
ま
す
。 

国
民
健
康
保
険 

一
部
負
担
金
減
免
制
度 

国
保
医
療
課 

国
保
年
金
係
（
内
線
156
） 

秋
の
交
通
安
全
運
動 

９
月
21
日
D
〜
30
日
F

安
心
安
全
課 

防
犯
交
通
係
（
内
線
361
） 

「
法
の
日
」
に
ち
な
ん
だ 

無
料
法
律
相
談
会 

市
民
課 

市
民
サ
ー
ビ
ス
係
（
内
線
199
） 

知
立
市
平
和
祈
念
式 

協
働
推
進
課 

秘
書
広
報
係
（
内
線
335
） 

無
料
行
政
相
談
所
の
開
設 

市
民
課 

市
民
サ
ー
ビ
ス
係
（
内
線
198
） 
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▼
と
き
　
11
月
１
日
c
〜
平
成
24
年
２
月

３
日
f
（
月
曜
日
〜
金
曜
日
の
午
前
９
時

〜
午
後
３
時
ま
で
） 

▼
と
こ
ろ
　
㈱
イ
ー
ス
ト
ブ
ル
ー
　
就
労

支
援
セ
ン
タ
ー
さ
く
ら
（
岡
崎
市
上
地
１

丁
目
） 

▼
内
容
　
「
イ
ー
ス
ト
ブ
ル
ー
　
医
療
事

務
と
パ
ソ
コ
ン
基
礎
コ
ー
ス
」
医
療
事
務

の
基
礎
と
パ
ソ
コ
ン
の
基
礎
を
習
得
し
ま

す
。 

▼
対
象
　
身
体
（
視
覚
、
聴
覚
、
車
椅
子

の
人
も
可
）、
知
的
、
精
神
、
そ
の
他
の

障
が
い
の
人 

▼
定
員
　
５
人
（
面
接
で
選
考
） 

▼
受
講
料
　
無
料 

▼
申
込
み
　
10
月
７
日
f
ま
で
に
、
公
共

職
業
安
定
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
受
講
に
は
安
定
所
で
の
求
職
登
録
が
必

要
で
す
） 

       

▼
募
集
科
名
　
機
械
科
、
縫
製
科
、
木
工

科
、
陶
磁
器
科
、
紙
器
製
造
科 

▼
定
員
　
各
科
20
人 

※
募
集
人
数
は
、
定
員
と
異
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。 

▼
期
間
　
１
年 

▼
対
象
者
　
義
務
教
育
を
修
了
ま
た
は
平

成
24
年
３
月
修
了
見
込
み
の
知
的
障
が
い

の
あ
る
人
で
、
自
己
の
身
辺
処
理
が
可
能

で
、
訓
練
に
支
障
と
な
る
著
し
い
問
題
行

動
の
な
い
人
。 

▼
費
用
　
無
料
。
公
共
職
業
安
定
所
か
ら

職
業
訓
練
の
受
講
指
示
を
受
け
て
入
校
し

た
場
合
は
、
訓
練
期
間
中
、
訓
練
手
当
が

支
給
さ
れ
ま
す
。 

▼
申
込
み
　
入
校
願
書
、
療
育
手
帳
の
写

し
（
取
得
し
て
い
な
い
場
合
は
判
定
書
の

写
し
）、
健
康
診
断
書
等
を
住
居
地
を
管

轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。 

▼
受
付
期
間
　
９
月
26
日
b
〜
平
成
24
年

３
月
16
日
f 

※
た
だ
し
、
入
校
確
定
者
が
応
募
人
員
に

達
し
た
時
は
、
募
集
期
間
中
で
あ
っ
て

も
締
め
切
り
ま
す
。 

▼
試
験
日
　
11
月
８
日
c
以
降 

▼
試
験
内
容
　
実
技
試
験
、
面
接 

▼
そ
の
他
　
訓
練
生
は
全
員
寮
生
活
と
な

り
ま
す
。 

※
詳
細
は
春
日
台
職
業
訓
練
校
募
集
担
当

（
三
上
）
へ
。 

　浄化槽法では、1年に1回の浄化槽の法定検査が義務付けられています。（すでに法定検査を受検している
人および下水道をご使用の人は対象外になります。） 

■維持管理と法定検査について 
　水環境を守り、地域の環境や河川等に悪影響を与えないためにも、「浄化槽の維持管理」が大切です。皆さ
んが1年に1回「健康診断」を受けられるのと同じように、「浄化槽」にも1年に一回　「法定検査（11条検査）」
が必要です。 

■維持管理の仕組み 

─ 浄化槽は法定検査の受検が必要です ─ 

■問合せ　県知事指定検査機関　財団法人中部微生物研究所（10533（76）2228） 

【法定検査】…浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判
断をするための検査です。知事の指定した検査機関の検査員
または指定採水員が検査を行います。 
【保守点検】…浄化槽の装置等の稼働状況を調べて、機器の
点検・調整・修理や消毒薬の補充を行います。知事の登録等
を受けた保守点検業者が行います。 
【清掃】…浄化槽内で発生した、汚泥の引き抜きや槽内の洗
浄を行います。市町村長の許可を受けた清掃業者が行います。 

浄化槽の規模 
20人槽以下 
21～100人槽 
101～200人槽 

検査料 
6,000円 
10,000円 
13,000円 

浄化槽の規模 
201～300人槽 
301～500人槽 
501人槽以上 

検査料 
15,000円 
21,000円 
26,000円 

検　査　料　金 
 

法定検査 

清　　掃 保守点検 

保守点検業者 管理者 

県
心
身
障
害
者
コ
ロ
ニ
ー
春
日
台
職
業

訓
練
校
　
平
成
24
年
度
訓
練
生
募
集 

春
日
台
職
業
訓
練
校 

募
集
担
当 

　
　
　
　
（
1
０
５
６
８
（88）
０
８
１
１
） 

県
障
害
者
委
託
訓
練 

受
講
生
募
集 

公
共
職
業
安
定
所
ま
た
は 

愛
知
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校 

　
　
　
　
（
1
０
５
３
３
（93）
２
１
０
２
） 
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雇
用
促
進
税
制
と
は
、
前
年
よ
り
従
業

員
を
一
定
以
上
増
や
す
等
の
要
件
を
満
た

し
た
事
業
主
が
、
法
人
税
（
ま
た
は
所
得

税
）
の
税
額
控
除
の
適
用
が
受
け
ら
れ
る

制
度
で
す
。 

　
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ

め
事
業
年
度
開
始
後
２
か
月
以
内
に
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
へ
「
雇
用
促
進
計
画
」
の
提
出
が

必
要
で
す
。（
平
成
23
年
４
月
〜
８
月
ま

で
の
間
に
事
業
年
度
を
開
始
す
る
事
業
主

の
場
合
に
は
、
平
成
23
年
10
月
31
日
ま
で

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
） 

○
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
雇
用
促

進
税
制
に
つ
い
て
） 

h
ttp
://w

w
w
.m
h
lw
.g
o.jp
/b
u
n
y
a/rou

douseisaku/koyousokushinzei.htm
l 

     

〜
東
日
本
大
震
災
に
係
る
国
税
の
申
告
・

納
付
等
の
期
限
延
長
に
係
る
一
部
地
域
に

お
け
る
期
日
の
指
定
に
つ
い
て
〜 

 

　
国
税
庁
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の
発
生

に
伴
い
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、

福
島
県
お
よ
び
茨
城
県
の
５
県
に
納
税
地

を
有
す
る
人
の
平
成
23
年
３
月
11
日
以
降

に
到
来
す
る
国
税
に
関
す
る
申
告
・
納
付

等
の
期
限
の
延
長
を
行
い
、
青
森
県
お
よ

び
茨
城
県
に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
７
月

29
日
を
延
長
期
限
の
期
日
と
し
た
と
こ
ろ

で
す
。 

　
今
般
、
残
り
の
岩
手
県
、
宮
城
県
お
よ

び
福
島
県
の
一
部
の
地
域
に
つ
い
て
、
被

災
後
の
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
、
延
長
期
限

の
期
日
を
平
成
23
年
９
月
30
日
と
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。 

　
な
お
、
こ
の
期
日
以
降
に
お
い
て
も
、

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
災
害
等
に
よ
り
申

告
・
納
付
等
が
困
難
な
人
は
、
個
別
に
所

轄
税
務
署
長
に
申
請
し
て
、
期
限
の
延
長

措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
ま
た
、
岩
手
県
、
宮
城
県
お
よ
び
福
島

県
の
う
ち
、
今
回
指
定
し
な
か
っ
た
地
域

に
お
け
る
国
税
の
申
告
・
納
付
等
の
延
長

期
限
の
期
日
は
、
別
途
国
税
庁
告
示
で
定

め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

○
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

（h
ttp
://w

w
w
.n
ta.g
o.jp

）
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
最
寄
り
の
税
務
署
に
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。 

     

　
市
で
は
、
高
校
に
在
学
中
の
人
で
主
た

る
生
計
者
の
病
気
・
死
亡
・
失
職
等
の
事

由
で
家
計
収
入
が
激
減
し
、
経
済
的
に
修

学
が
困
難
で
あ
る
人
を
対
象
に
、
緊
急
に

資
金
を
支
給
（
月
額
９
千
円
、
返
還
不
要
）

す
る
緊
急
奨
学
金
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。 

　
希
望
す
る
人
は
、
教
育
庶
務
課
へ
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。
審
査
等
で
、
支
給
で
き
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご

了
承
く
だ
さ
い
。 

     

　
私
立
高
等
学
校
ま
た
は
私
立
専
修
学
校

の
高
等
課
程
に
在
籍
し
、
卒
業
時
に
高
等

学
校
卒
業
資
格
が
得
ら
れ
る
見
込
み
の
人

の
保
護
者
に
対
し
て
、
授
業
料
の
補
助
を

行
い
ま
す
。 

▼
対
象
　
10
月
１
日
現
在
で
私
立
高
等
学

校
な
ど
に
在
籍
し
、
保
護
者
が
市
内
在
住

の
人 

※
対
象
外
　
授
業
料
が
全
額
免
除
さ
れ
て

い
る
人
、
専
攻
科
・
別
科
に
在
籍
し
て

い
る
人
等 

▼
補
助
金
額
　
最
大
年
額
１
万
２
千
円
ま

で ▼
申
込
み
方
法
　
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
学
校
が
取
り
ま
と
め
る
場
合
は

学
校
へ
、
ま
た
は
市
教
育
委
員
会
教
育
庶

務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
直
接
、
市

に
提
出
す
る
人
は
在
学
等
証
明
書
（
当
市

指
定
書
式
）
の
添
付
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。 

▼
受
付
期
間
　
市
教
育
委
員
会
教
育
庶
務

課
へ
提
出
す
る
人
は
10
月
３
日
b
〜
31
日

b
ま
で
。
学
校
を
通
じ
て
提
出
す
る
場
合

は
、
学
校
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。 

 

放
課
後
学
習
支
援
教
室
み
ら
い 

 

　
放
課
後
学
習
支
援
教
室
み
ら
い

で
は
、
毎
週
木
曜
日
に
、
日
本
の

公
立
小
学
校
に
通
う
、
外
国
に
ル
ー

ツ
を
も
つ
子
ど
も
を
対
象
に
学
習

支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

　
子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
、
日
本

語
を
流
暢
に
話
し
ま
す
。
し
か
し
、

学
習
言
語
を
理
解
す
る
こ
と
は
容

易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
熟
語
の
意

味
が
分
か
ら
な
い
。」「
文
章
問
題
の

意
味
が
分
か
ら
な
い
。」
そ
ん
な
子

ど
も
た
ち
に
寄
り
添
っ
て
支
援
し

て
い
ま
す
。 

　
今
年
度
か
ら
中
学
生
の
部
を
始

め
ま
し
た
。
現
在
45
人
の
子
ど
も

た
ち
が
通
室
し
て
い
ま
す
。 

　
こ
れ
か
ら
も
、
子
ど
も
た
ち
の
「
み

ら
い
」
の
た
め
、
知
立
市
の
「
み

ら
い
」
の
た
め
、
こ
の
活
動
を
続

け
て
い
き
た

い
で
す
。 

▼
問
合
せ 

放
課
後
学
習

支
援
教
室 

み
ら
い
（
1

０
８
０
―
３

６
７
９
―
０

７
６
５
） 

雇
用
促
進
税
制
が 

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た 

刈
谷
公
共
職
業
安
定
所 

求
人
部
門 

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
（21）
５
０
０
３
） 

緊
急
奨
学
金
制
度 

教
育
庶
務
課 

教
育
企
画
係
（
内
線
271
） 

刈
谷
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ 

刈
谷
税
務
署
（
1
（21）
６
２
１
１
） 

私
立
高
等
学
校
等
の
授
業
料
補
助 

教
育
庶
務
課 

教
育
企
画
係
（
内
線
271
） 
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※問合せは知立市役所 

TEL 0566－83－1111（代表） 
FAX 0566－83－1141 
E-mail : info@city.chiryu.lg.jp

      

▼
と
き
　
10
月
13
日
e
・
14
日
f
（
全
２

日
間
）
　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
30

分 ▼
と
こ
ろ
　
刈
谷
市
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー 

▼
定
員
　
132
人
（
先
着
順
） 

▼
受
講
料
　
３
千
500
円
（
当
日
徴
収
） 

▼
申
込
み
期
間
　
９
月
26
日
b
〜
30
日
f

（
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
） 

※
定
員
に
な
り
次
第
締
切
り 

※
申
込
書
は
、
申
込
場
所
ま
た
は
衣
浦
東

部
広
域
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手

で
き
ま
す
。
申
込
時
、
写
真
を
忘
れ
ず

に
（
縦
４
㎝
×
横
３
㎝
・
３
か
月
以
内

の
証
明
写
真
１
枚
必
要
） 

▼
申
込
み
場
所
　
衣
浦
東
部
広
域
連
合
消

防
局
予
防
課
予
防
係
ま
た
は
知
立
消
防
署

へ
。 

※
電
話
お
よ
び
郵
送
等
に
よ
る
受
付
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
の
で
直
接
窓
口
に
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。 

◆付加年金を基礎年金に上乗せすると、老後に受ける老齢基礎年金が多くなります◆ 

 
○国民年金保険料に1か月400円を上乗せして納めることで、老齢基礎年金に加算されます。 
 
○付加年金の支給額は「200円×付加保険料納付月数」。 
 
○保険料400円に対して年金額200円、受給開始から2年間で付加保険料相当分の年金を受け取れます。 
 
○付加年金に加入できるのは、国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者です。 
　（保険料納付の免除・猶予を受けている人や、国民年金基金に加入している人は加入できません。） 
 
○付加年金は、老齢基礎年金の受給権を得た月の翌月から支給されます。 
（老齢基礎年金を繰り上げ受給（60歳～64歳）または繰り下げ受給（66歳以降）する場合は、付加年金も繰り
上げ・繰り下げ受給となり、老齢基礎年金の減額率・増額率に応じて減額・増額されます。） 

付加年金付加年金（年間受け取り額）（年間受け取り額）の計算式の計算式 付加年金（年間受け取り額）の計算式 

例）　10年間（120か月）付加保険料を納めた場合 400円　×　120月　＝　48,000円 

 

 

 1年間に受け取る付加年金額は 200円　×　120月　＝　24,000円 

※2年間で支払った付加保険料と同額になるため、3年目以降はお得になります。 

s手続き　年金手帳・認印を持参の上、市役所1階国保医療課までお越しください。 
s問合せ　国保医療課　国保年金係（内線157）、刈谷年金事務所（121―2159） 

● 付加年金は老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金です。 

● 付加年金は定額のため物価スライド（増額・減額）はありません。 

● 付加保険料は納付期限を過ぎると納付できません。 

● 支払った保険料は全額社会保険料控除になります。 

● 国民年金基金に加入中の人は、付加年金に加入できません。 

付 加 年 金 の ポ イ ン ト 

付加年金をご存知ですか？ 付加年金をご存知ですか？ 付加年金をご存知ですか？ 

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習 

衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局 

予
防
課
予
防
係
（
1
（63）
０
１
３
６
） 

知
立
消
防
署
（
1
（81）
４
１
４
２
） 
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